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第３部－第４ 災害に強いまちづくりの推進 
 

Ⅰ 基本的な考え方  

 

● これまでの取り組みと課題  

 市の災害対策は平成７年１月に発生した阪神淡路大震災や平成 17 年９月の家屋等水害被

害を踏まえた対策を中心に行ってきました。 

 災害対策として、一時避難場所及び避難所と位置付けられている公共施設や市立小・中学

校の耐震化、備蓄倉庫の設置等、ハード面の対策とともに、「避難所運営連絡会」を設けて避

難所の運営方法等の検討を進めてきました。 

 今後の課題として、長期の計画となる都市基盤整備を着実に継続するとともに、市内の建

物の耐震化の促進や市民及び地域の防災力強化に加え、市民への情報連絡や市の緊急活動体

制の確立などがあります。 

● 施策の方向  

 平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災の教訓を活かした国の防災基本計画や東京都

の地域防災計画の修正を踏まえ、三鷹市地域防災計画を改定します。  

 その他に災害に強い基盤の整備を図るため、街区の防災ブロック化の継続や防災センター

的機能を有する新川防災公園・多機能複合施設（仮称）整備事業を進めます。また、事業継

続計画（震災編）を策定し、震災時に優先して継続する平常時業務や応急対策業務の実施に

係る指針等の整備を図ります。  

 市民及び地域の防災力の強化のため、自主防災組織等が中心となって行う総合防災訓練や

防災機関・応援協定締結団体との連携強化のための防災関係機関連携訓練等の実施、情報の

共有、及び伝達を行うための仕組みづくりなども行います。  

 また近年では、ゲリラ豪雨による都市型水害や新型インフルエンザをはじめとする地震以

外の危機も多く発生しています。こうした自然災害等を含め、あらゆる危機や事態に対して

も確実かつ、速やかに対応できるよう対策を推進します。  

 

Ⅱ まちづくり指標 

 

協   働  指  標  
計画策定時の状況

（平成 22 年） 

前期目標値  

（平成 26 年） 

中期目標値  

（平成 30 年） 

目標値  

（平成 34 年） 

防災訓練参加者数  16,666 人 18,700 人 19,400 人 20,000 人 

 総合防災訓練及び市民により自主的に行われている訓練への参加者数を示す指標です。市民が「自分達

のまちは自分達で守る」ことを目標に、災害時の対応力を強化するために防災訓練への参加者数の増加をめ

ざします。 

 

協  働  指  標  
計画策定時の状況

（平成 22 年） 

前期目標値  

（平成 26 年） 

中期目標値  

（平成 30 年） 

目標値  

（平成 34 年） 

建築物の不燃化率  53.7％ 54.4％ 55.1％ 55.7％ 

 建築物の不燃化率（床面積率）を示す指標です。震災等発生後の火災延焼を防ぐため、今後も建築物の不

燃化率の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進します。 

 

行   政  指  標  
計画策定時の状況

（平成 22 年） 

前期目標値  

（平成 26 年） 

中期目標値  

（平成 30 年） 

目標値  

（平成 34 年） 

「防災上重要な公共建築物」 

の耐震化率  
78.9％ 96.3％ 100％ 100％ 

市内にある防災上重要な公共建築物の耐震化率を示す指標です。市地域防災計画に位置付けられている

市災害対策本部を設置する施設及び災害時に避難所を設置する施設である防災上重要な公共建築物につ

いて平成 28 年度までに耐震化率を 100％とすることを目標に耐震化を図ります。 
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Ⅲ 施策展開における協働と役割分担  

 

● 市民、事業者・関係団体等の役割  

・市民及び事業者は、住居や事業所などの建物耐震化や家具・キャビネット等の転倒防止を行いま

す。 

・市民は、災害発生に備え、水や食料の３日分以上の備蓄など事前の備えを行うとともに、総合防

災訓練等に参加し、防災行動力の向上を図ります。 

・事業者は、災害時には従業員の一斉帰宅の抑制や帰宅困難者の受け入れ、災害発生に備え、そ

のために必要な水や食料等の備蓄を行うとともに、総合防災訓練及び防災関係機関連携訓練に参

加し、市及び機関相互の連携強化を図ります。 

・「避難所運営連絡会」関係者等は、避難所の開設、運営を円滑に行うため「避難所運営連絡会」に

より、運営方法等の検討を進めます。 

● 市の役割 

・市は、災害発生直後から災害対策本部が迅速かつ円滑に活動できる施設設備及び活動体制を強

化します。 

・市は、公共施設及び市立小・中学校への備蓄倉庫等の防災施設・設備の整備を進め、地域の防

災拠点の機能充実を図ります。 

・市は、防災関係機関との連携強化を図ります。 

・市は、都や関係団体及び建物所有者等と連携し、耐震診断及び耐震改修の促進に取り組み、新

たに建築される住宅・建築物については、現行の構造基準に従って適切に設計及び施工が行われ

るように、建築基準法に基づく建築確認、中間検査及び完了検査の実施が徹底されるよう指導しま

す。 

 

Ⅳ 施策・主な事業の体系  

◎：主要事業 ※：推進事業  

１ 計画の策定と推進    

（１）「地域防災計画」の改定と推進 ◎ ①「地域防災計画」の改定と推進 

（２）「事業継続計画（震災編）」の 

  策定と推進 

◎ ①「事業継続計画（震災編）」の策定と推進  

（３）「耐震改修促進計画」の改定と 

  推進 

◎ ①「耐震改修促進計画」の改定と推進  

（４）「国民保護計画」の運用・推進   ①「国民の保護に関する計画」の運用  

 

２ 災害に強い基盤整備  

  

（１）防災ブロックの形成  ◎ ①木造住宅密集市街地の整備事業等の推進  

 ◎ ②都市計画道路等の整備の促進 

  ③防災まちづくり意識の普及・啓発  

（２）建築物の不燃化・耐震化等の ◎ ①特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進  

促進   ②老朽住宅の建替え誘導  

  ③木造住宅耐震診断・改修助成事業の実施  

  ④防火地域等の指定の拡大 

（３）オープンスペースの確保と道路  ①緑と水の回遊ルート整備に伴う都市の防災化  

空間の防災化   ②ブロック塀の生け垣化、接道部緑化の推進  

  ③細街路整備の推進  

  ④防災公園、避難ルートの整備  

  ⑤農地の防災機能の拡充  

（４）都市型水害対策の推進 ◎ ①都市型水害対策の推進  

(｢第４部－第３ 水循環の促進｣参照) 

 

３ 防災拠点の整備・防災機能の強化  

（１）防災拠点の整備と防災機能の

強化  

◎ ①新川防災公園・多機能複合施設（仮称）整備事業の推進 

（「第２部－第６ 再開発の推進」参照） 
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◎ ②災害対策本部活動拠点の整備と防災機能の強化  

（２）災害対策物資の備蓄   ①災害対策用備蓄倉庫及び物資の充実  

 ②災害時トイレの整備・充実 

（３）消防力の整備   ①消防団本部活動拠点の整備  

  ②消防ポンプ車更新  

  ③消防力強化要請  

  ④防火貯水槽の整備  

（４）公共施設の防災拠点化 ◎ ①耐震補強工事の実施  

 ◎ ②学校施設、コミュニティ・センター、公会堂などの防災拠点

化の推進  

（５）ライフラインの確保  ①非常時の応急給水施設設備の整備  

  ②下水道の耐震化の推進  

  ③電気・ガス・通信施設の耐震化推進の要請  

（６）防災情報システムの整備 ◎ ①防災行政無線の拡充・更新と運用強化  

 ◎ ②災害情報・被災者支援システムの構築 

  ③情報通信技術等を活用した多様な防災情報システムの整

備 

  ④防災拠点間のネットワーク化の推進 

 

４ 防災コミュニティづくり 

  

（１）自主防災組織及び各種コミュニ ◎ ①避難所運営連絡会設置と避難所運営体制の強化  

ティによる地域防災力の強化 ※ ②自主防災組織の活性化と地域の防災化施策の推進 

  ③防災情報の積極的提供・防災意識の啓発  

（２）外国籍市民等への支援 ◎ ①外国籍市民等への災害時・緊急時の対応の強化  

（「第１部-第１ 国際化の推進」参照） 

（３）男女平等参画の視点を取り入

れた防災活動の推進  

※ ①男女平等参画の視点を取り入れた防災活動の推進 

（「第１部-第３ 男女平等社会の実現」参照） 

（４）災害時要援護者対策の推進 ◎ ①災害時要援護者支援事業の推進  

（「第５部－第１ 地域福祉の推進」参照） 

（５）防災まちづくりのためのネット ※ ①関係機関、民間企業との連携  

ワーク化の推進  ※ ②地域団体及び各種活動団体との連携 

  ③災害に活かせる技術等を持った人材の発掘と連携  

（６）防災訓練の推進  ※ ①地域・学校・関係機関が連携した実践的訓練の実施 

 ②防災キャンプの実施  

（７）防災教育の推進   ①防災講演会等による防災意識の啓発  

 

５ 推進体制の整備  

  

（１）危機管理体制の強化  ◎ ①児童施設等の災害時における危機管理体制の整備 

（「第６部－第２ 子育て支援の充実」参照） 

 ◎ ②学校における災害時の危機管理体制の構築と防災拠点

としての機能強化  

（「第６部－第４ 「安全で開かれた学校環境の整備」参照） 

 ※ ③多様な事態への対応に向けた危機管理体制の強化 

 ※ ④「学校活動（教育活動）に関する事業継続計画」の策定と

推進  

  ⑤災害対策本部の体制強化 

  ⑥平常時業務継続に向けた危機管理対策の確立  

 ⑦職員の危機管理能力及び防災行動力の向上  

（２）情報伝達体制の確立  ※ ①緊急時の市民への情報伝達体制の確立  

（３）災害時緊急医療体制の整備 ※ ①病院・医師会等との連絡・協力体制の強化  

 ※ ②災害時医療体制の充実  
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（４）ライフライン確保に向けた応急

対応  

※ ①非常時の応急給水体制の確立 

※ ②停電時の対応体制の検討 

（５）帰宅困難者支援体制の検討の

整備  

※ ①帰宅困難者への対応の検討  

（６）ボランティア等との連携   ①災害ボランティア等の受け入れ体制の推進  

（７）国・東京都・近隣自治体との連

携強化  

 ①近隣自治体等の連携体制の強化  

（８）姉妹市町・友好都市等との連携

強化  

 ①相互広域応援体制の強化 

（９）自動体外式除細動器（AED）の

配置  

 ①自動体外式除細動器（AED）の配置  

 

Ⅴ 主要事業  

 

１－（１）－① 「地域防災計画」の改定と推進 

 「地域防災計画」については、新川防災公園・多機能複合施設（仮称）整備事業による防災拠点整

備、「事業継続計画（震災編）」の策定、東日本大震災の教訓を踏まえた震災時緊急対応体制の確

立、さらに、東日本大震災を反映した国の「防災基本計画」及び「東京都地域防災計画」などの改定

を踏まえて地域防災計画の改定を行います。 

 計画期間(平成 34

年)の目標  

前 期  
中期（27～30） 後期（31～34） 

２３ ２４ ２５ ２６ 

「地域防災計画」の改

定と推進 
改定、推進  

時
点 

修
正 

改
定 

推
進 

 

 

改定・推進 

 

 

１－（２）－① 「事業継続計画（震災編）」の策定と推進 

 震災発生時の「事業継続計画（震災編）」を策定し、震災時優先業務の継続に必要なマニュアル等

の整備、庁舎内の什器備品等の転倒・落下防止、天井の落下防止対策及び庁舎の非常用電源設

備の浸水防止等の対応を図ります。また、地震の規模に応じた通常業務の継続のための実動訓練

や各非常配備態勢下での応急対策活動訓練を実施し、震災時優先業務に即応できる職員の能力

向上に取り組む等、同計画の推進を図るとともに、これらの成果の検証を踏まえて、必要に応じて同

計画の見直しを行います。 

 計画期間(平成 34

年)の目標  

前 期  
中期（27～30） 後期（31～34） 

２３ ２４ ２５ ２６ 

「事業継続計画（震災

編）」の策定と推進  
策定、推進  

策
定 

推
進 

 

   

 

１－（３）－① 「耐震改修促進計画」の改定と推進  

「耐震改修促進計画」については、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する

条例」の施行による沿道建築物の耐震化の推進、さらに、東日本大震災を反映した「地域防災計

画」及び「東京都耐震改修促進計画」などの改定を踏まえ、対象建築物の耐震化をより一層計画的

に進めていくため、同計画の改定を行います。 

 計画期間(平成 34

年)の目標  

前 期  
中期（27～30） 後期（31～34） 

２３ ２４ ２５ ２６ 

「耐震改修促進計画」

の改定と推進 
改定、推進  

推

進 

改

定 

推

進 

 必要に応じた

見直し・推進  

必要に応じた

見直し・推進  

 

２－（１）－① 木造住宅密集市街地の整備事業等の推進  

２－（１）－② 都市計画道路等の整備の促進  

災害に強いまちづくりの前提となる都市構造上の課題として、都市計画道路等で囲まれた「防災

ブロック（まちづくりブロック）」を形成することにより延焼遮断帯や避難ルート等を確保し、震災時でも

自分の生活圏の安全が確保できるまちづくりが求められます。 
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そこで、東京消防庁の調査においても火災危険度が高い地域とされる上連雀二～五丁目や、木

造家屋が密集し、狭あいな道路が多い井の頭地区等の災害危険度の高い地域を重点地域に位置

付けて、都市の再構築を推進する必要があります。そのため、狭あいな道路の拡幅整備等による面

的防災機能の向上に向けた調査等を行い、地域全体の不燃化を進めるような地区計画の導入や、

国及び東京都の補助事業の活用による密集市街地の整備事業等を検討する必要があります。調

布保谷線や東八道路などの都市計画道路等の整備促進による延焼遮断帯としての機能向上や、

狭あい道路の拡幅による防災機能の向上を図ります。 

 
計画期間(平成 34

年)の目標  

前 期  
中期（27～30） 後期（31～34） 

２３ ２４ ２５ ２６ 

木造住宅密集市街地  

の整備事業等の推進  
推進  

検
討 

調
査 研

究 

 

方
針
の 

 

策
定 

 

推進  
 

 

２－（２）－① 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進  

震災発生時においても、「緊急輸送道路」の機能を確保するため、「東京における緊急輸送道路

沿道建築物の耐震化を推進する条例」に基づき、同条例により指定された特定緊急輸送道路の沿

道建築物の耐震化を図ります。平成 23 年度から 25 年度までは国および東京都から費用の全額が

助成される耐震診断を推進し、平成 24 年度から 27 年度までは診断結果に基づいた耐震改修施工

の推進・誘導を図ります。 

 計画期間(平成 34

年)の目標  

前 期  
中期（27～30） 後期（31～34） 

２３ ２４ ２５ ２６ 

特定緊急輸送道路沿

道建築物の耐震化の

推進  

特定緊急輸送道  

路沿道建築物の 

耐震化の推進  

推
進      

 

３－（１）－② 災害対策本部活動拠点の整備と防災機能の強化  

 災害発生時の市災害対策本部の迅速な活動及び機能の強化とともに、警察、消防、病院をはじめ

とする防災関係機関との連携を図るため、新川防災公園・多機能複合施設（仮称）整備事業の中で、

災害情報システム等を備え、災害対策本部及び消防団本部等の防災センター機能を持った活動拠

点を整備します。 

 この施設には、防災課、福祉会館、総合保健センター等を集約します。これらの組織や施設は、災

害時に平常時の施設利用から機能を転換し、市災害対策本部、災害ボランティアセンター本部、災

害医療対策実施本部等を設置し、防災関係機関との間で強固なネットワークを構築することで、災

害に強いまちづくりを進めていきます。 

 
計画期間(平成 34

年)の目標  

前 期  
中期（27～30） 後期（31～34） 

２３ ２４ ２５ ２６ 

災害対策本部活動拠

点の整備と防災機能

の強化 

災害対策本部活

動拠 点の整 備、

運用  

検
討 

 仕
様 

検
討 

設
計 

整備及び 

運用  

運用  

 

３－（４）－① 耐震補強工事の実施  

３－（４）－② 学校施設、コミュニティ・センター、公会堂などの防災拠点化の推進 

 「地域防災計画」に位置付けられている市災害対策本部を設置する施設及び災害時に避難所を

設置する施設である学校等の「防災上重要な公共建築物」について、平成 28 年度までに耐震化率

を 100％とすることを目標に耐震化を図ります。また、「特定建築物（注１）」「防災上重要な公共建築

物」以外の施設についても、耐震診断の実施・耐震化を促進します。 

学校施設の耐震補強工事のほか、第三小学校校舎建替え工事、コミュニティ・センターの耐震補

強工事、公会堂のリニューアル工事（耐震補強を含む）、公会堂別館の建替工事等を実施します。 

学校、コミュニティ・センター、公園、地区公会堂等については、炊き出しやトイレ提供を行うととも

に、生活必需品を配布するなど、災害時に自宅で避難生活を送る被災市民等の生活を支援する生

活支援施設としての機能の整備向上を図ります。 
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（注１）特定建築物：耐震改修促進法において、学校・保育所・福祉施設等の用途に供し、一定規模を有する

建築物のことです。 

 計画期間(平成 34

年)の目標  

前 期  中期（27～

30） 

後期（31～

34） ２３ ２４ ２５ ２６ 

学校施設の耐震補

強工事  

耐震化率 100%

の達成 

二小  

  

 

 

 

 

 

五中  

   

第三小学校校舎建

替え工事  
工事の実施  

 

三小  

     

第五中学校体育館

の建替え工事  
工事の実施  

五中  
体育館  

     

コミュニティ・センタ

ーの耐震補強工事  
工事の実施  

大沢  

 

 

 

牟礼  

 

 

井口  

 

 

 

  

公会堂のリニュー

アル工事、公会堂

別館の建替工事  

工事の実施  

 

 

公会堂  

     

その他公共施設の

耐震補強工事  

教育センター等

の工事の実施  

議場棟  

 

 

   

 

 

 

 

  

（上記表中 全事業費：約 45 億７千万円） 

 

３－（６）－① 防災行政無線の拡充・更新と運用強化  

 東日本大震災後の計画停電の際に防災無線放送を実施した時の音声伝達状況の検証結果を踏

まえて、放送が聞こえにくい地域の改善を図るため、防災行政無線拡声子局の増設を含めて情報伝

達手段について再検討するとともに、防災拠点や関係機関に配備の MCA 無線システム（注２）の機

能を最大限活用できるよう定期的に通信訓練を実施し、システムの運用体制の強化を図ります。 

また、昭和 57 年度の防災行政無線導入時に整備した同報系拡声子局柱については、設置後約 30

年を経過していることから、順次更新していきます。 

（注２）ＭＣＡ無線システム：業務用無線の一つで、制御局を共同で利用する無線システムで、利用者は同じ識

別符号を持つ会社等のグループ単位で交信できるシステムです。 

 計画期間(平成 34

年)の目標  

前 期  
中期（27～30） 後期（31～34） 

２３ ２４ ２５ ２６ 

防 災 行 政 無 線 の 拡

充・更新と運用強化  

防災行政無線音

声難聴地域の改

善 

検
討 

実
施  

   

防災行政無線同

報系拡声子局の

更新  

調
査
・ 

検
討  

実
施 

   

 

３－（６）－② 災害情報・被災者支援システムの構築 

 新川防災公園・多機能複合施設（仮称）の整備にあたっては、地震等の大規模災害が発生した際

に、市内の被害状況、救出救援に関する情報、被災者の避難状況等、災害対策本部で必要な情報

をいち早く収集、整理するシステムの導入をめざします。あわせて、安否確認、り災証明の発行など

に速やかに対応できるようシステムの構築を図ります。 

 

 

 

 

 

羽沢小  

教育センター 

ハピネス 

センター 

公会堂別館  
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 計画期間(平成 34

年)の目標  

前 期  
中期（27～30） 後期（31～34） 

２３ ２４ ２５ ２６ 

災害情報・被災者支

援システムの構築  
システムの運用  

検
討 

 

検
討
・
一
部
整
備 

検
討
・
一
部
整
備
・
運
用 

整備・運用 運用  

 

４－（１）－① 避難所運営連絡会設置と避難所運営体制の強化  

 災害発生後、速やかな避難所開設、円滑な避難所運営が行えるよう、平常時から「避難所運営連

絡会」を設置し、災害発生時に即応できる体制を整えます。また、避難所を効率的かつ適切に運営

するため、避難所を運営する際のマニュアルの作成を行います。 

 計画期間(平成 34

年)の目標  

前 期  
中期（27～30） 後期（31～34） 

２３ ２４ ２５ ２６ 

避難所運営連絡会設

置と避難所運営体制

の強化 

設置及び強化  

設
置
・
強
化 

 

 

 

  

 

Ⅳ 推進事業  

 

４－（１）－② 自主防災組織の活性化と地域の防災化施策の推進  

 町会・自治会等を中心に活動している自主防災組織に加え、避難所運営連絡会のほか、PTA、オ

ヤジの会など小・中学校を核として活動している団体・組織の防災活動を推進することで、市民防災

力を高めるとともに、地域防災ネットワークを広げ、地域防災力を強化します。 

 

４－（５）－① 関係機関、民間企業との連携  

 被害を最小限に抑えるため、警察、消防等関係機関及び民間企業と災害時応援協定の締結等に

より、日頃からの備えや災害時の役割分担などについて取り決め、協力体制を構築します。また、応

援協定に基づく各種訓練の実施などを通じ、災害時にそれぞれの団体が最大限の機能を発揮でき

るよう連携を深めます。 

 

４－（５）－② 地域団体及び各種活動団体との連携  

 日頃の自主的な活動等をとおし蓄積された地域団体のネットワークや組織力を災害時に活かすた

め、様々な地域団体との防災パートナーシップを協定するなどし、防災コミュニティの形成を図り、連

携を強化します。 

 

４－（６）－① 地域・学校・関係機関が連携した実践的訓練の実施  

 災害時の防災行動力向上のため、自主防災組織を中心に警察、消防等関係機関・団体・施設と

連携するとともに、特に地域の核となる小・中学校との連携を強化していきます。訓練についても、実

際の災害を想定した実践的訓練を実施しながら訓練の参加率向上を図ります。さらに、警察、消防、

自衛隊等と連携した広域的な防災訓練への取り組みも進めます。 

 

５－（１）－③ 多様な事態への対応に向けた危機管理体制の強化  

 地震災害のほかに、都市型水害をもたらすゲリラ豪雨、新型インフルエンザ、食品偽装、振り込め

詐欺、子どもを狙った犯罪の発生など、生活の安全を脅かす多くの事件・事象が発生しています。こ

れらの起こりうる多様な事態に迅速かつ的確に対応するために危機管理体制の充実が必要です。 

危機管理体制については、新川防災公園・多機能複合施設 (仮称 )の整備にあわせて、危機管理担

当組織の見直しを含め、危機管理体制を強化します。 
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５－（１）－④ 「学校活動（教育活動）に関する事業継続計画」の策定と推進  

 震災等の大規模災害時には小・中学校は地域の防災拠点として、一時避難場所・避難所として位

置付けられています。 

災害の規模が大きい場合には避難所の設置が長期間にわたることが予測されることから、学校活動

（教育活動）の早期復旧を実現し、児童・生徒の安全安心を確保するため、学校分野に関する「事業

継続計画(震災編)」の策定とともに、そのための体制整備に取り組みます。 

 

５－（２）－① 緊急時の市民への情報伝達体制の確立 

 災害時や災害の発生が予測される時に、市民一人ひとりが適切な行動をとることができるよう、防

災行政無線やＩＣＴ（注３）の活用とともに、日頃の地域コミュニティのネットワーク等の活用により、す

べての市民に情報が迅速に伝達できる方法について検討し確立します。 
（注３）ＩＣＴ：情報や通信に関連する技術一般の総称のことで、一般的には「情報通信技術」のことを指していま

す。 

 

５－（３）－① 病院・医師会等との連絡・協力体制の強化  

５－（３）－② 災害時医療体制の充実  

 病院や医師会等との連携を強化しながら、災害時の医療救護所や病院の運営方法について協議

していきます。また、災害時医療体制の充実に向け、防災訓練等においても医師会等の関連機関と

災害時医療体制のあり方などについて検証を進めていきます。 

 

５－（４）－① 非常時の応急給水体制の確立  

 平成 24 年度より市の水道事業が東京都水道局へ移管されるため、今後の非常時における応急給

水体制の確立を図ります。 

 

５－（４）－② 停電時の対応体制の検討  

 東日本大震災を踏まえ、発災直後の停電や計画停電に備え、公共施設利用者の安全確保や市

民生活に不可欠な市施設の継続運用を図るための取り組みを進めます。また、東京電力等と連携し、

市民への適切な情報伝達を図ります。 

 

５－（５）－① 帰宅困難者への対応の検討  

東日本大震災の教訓から、震災等直後から発生する帰宅困難者への対応について、東京都の

対策も踏まえて、的確な情報伝達、物資及び待機場所の提供などの支援体制の確立を図ります。 

 

Ⅶ 関連個別計画  

 

・地域防災計画  

・事業継続計画（震災編） 

・ICT 事業継続計画  

・災害時要援護者避難支援プラン 

・新型インフルエンザ対策行動計画  

・国民の保護に関する計画 


